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所得格差には、大別して二つの課題がある。一つは、開発途上国と先進国との格差で

あり（「南北問題」と言われたもの）、もう一つは各国内、特に先進国内における所得の

不平等である。 

前者は、第二次世界大戦後途上国援助が本格的に始まって以来の課題であり、その具

体的な目標が絶対的貧困の削減である。絶対的貧困とは、一日 1.9 ドル以下で生活して

いる人々をさす。世銀の調査では、1990 年には 19 億人の絶対的貧困層（当時の世界人

口の 35％）が存在したが、2013 年には 7 億 6900 万人（同じく 10.7％）にまで減少して

いる。このように絶対的貧困層が半減したのは 2000 年 9 月に策定された「ミレニアム

開発目標（MDGs）」の大きな成果と言われている。地域別内訳をみると、東アジア（主

として中国）及び南アジアにおける減少が大きく、サブサハラ・アフリカ地域では依然

として人口の 40%以上が絶対的貧困層と言われている。MDGs を引き継ぎ 2015 年 9 月

に合意された「持続的な開発目標（SDGs）」では 2030 年までに絶対的貧困をなくすと

の目標を設定しているが、サブサハラ・アフリカ地域では人口の増加もあって絶対的貧

困者数はむしろ拡大しているといわれ、SDGs の目標達成に危険信号がともっている。 

開発途上国の貧困問題は、絶対的貧困が解消すれば済む問題ではない。最近の世銀の

調査でも、2011 年に約 40 億人（世界人口の約半分）が一日 1.9 ドルから 10 ドルで生活

している。絶対的貧困層と合わせると、世界の人口の 60％が一日 10 ドル以下で暮らし

ていることになる。開発途上国における貧困が、過激思想やその影響を受けたテロの温

床となっているといわれており、途上国の人々の所得の引き上げは世界の安全確保のた

めにも大きな課題である。これらの人々の所得を引き上げ、如何に中間所得階層を育成

していくかが重要となっている。 

他方、先進国における所得格差は、相対的貧困の問題として議論される。OECD のレ

ポートによると、Gini 係数（所得分配の平等度を測る 0 から 1 までの指標で、0 は完全

な平等状態を、１は一人がすべての所得を得る完全な不平等を示す）は、2014 年に OECD
加盟国全体で 0.318 と 2010 年の 0.315 から上昇し、1980 年代以降歴史的な高水準となっ
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ている。ちなみに主要先進 7 か国では、米国が 0.39 ともっとも高く、次いで英国の 0.36
となっている。日本は 0.33 と OECD 平均より、また 0.3 以下の仏独より不平等度が高

くなっている。また、相対的貧困率（対象国における可処分所得の中央値の半分を下回っ

ている人の割合）を見ると、同じく主要先進 7 か国では、米国が 16.8％ともっと高く、

日本は 16.1％で他の 5 か国よりも高くなっている。2012 年における日本の相対的貧困

層は所得が１22 万円以下の人が該当し、人口のおおよそ 6 人に 1 人となっている。相

対的貧困層の増大は、いうまでもなく社会不安の要因になる。不平等度が高く相対的貧

困割合が高いアメリカで対外排他主義が勢いを増し、自国中心主義が勢いを増す一つの

要因と言われる。 

所得や資産の分配状況は、その社会のあり方に影響を与え、政治体制にも影響する。

分配問題が、世界レベルでもまた各国、各地域レベルでも大きな課題となる所以である。 

（以上） 
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